
 
 
 
 
 
 
 
 

昭和２２年（１９４７年）５月３日に国の

一番元になるきまりの『日本国憲法』が施行

されました。これを記念して，5月3日は，

「憲法記念日」の祝日になっています。 

日本国憲法は，「国民主権」「平和主義」「基

本的人権の尊重」の三つの大きな柱から成り

立っています。これらは，人類普遍の原理で

あり，世界の他の国々からも高く評価されて

います。 

学校では，４月２８日（月）の朝会で，学

校長が憲法についての話をします。その後，

「基本的人権の尊重」に関連して，各クラス

で，相手の立場に立って行動することの大切

さを学習します。 

そして，1 年間を通して，毎月の２０日を

「人権の日」として，互いの人権を大切にす

ることを学習するとともに，日頃の自らの行

動を振り返る日としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来週から，ゴールデンウィークに入ります。

楽しい連休になるように，以下のことに特に

気をつけてください。 

１．自転車に乗る時は，交通ルールを守る。 

 ・スピードを出し過ぎない。 

・とび出さない。 

・二人乗りをしない。 

・夕方は，ライトをつける。 

・横に並んで走らない。 

２．行き先と帰宅時刻を言ってから出かける。 

・子どもだけで，校区外へ行かない。 

３．危険な場所で遊ばない。 

 ・用水路，桂川，ガレージ，線路 

４．知らない人について行かない。 

・いか ついて行かない。 

・の  車にのらない。 

・お  大きな声で助けを呼ぶ。 

・す  すぐにげる。 

・し  知らせる。 

５．外では，１人だけで遊ばない。 

・暗くなるまでに帰宅する。。 

・暗くなったら，外で遊ばない。 

６．夜ふかしをしない。 
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 春深く，木々の緑も色濃くなってまいりました。 
 子どもたちは，ようやく新しい教室に友達に先生に慣れ，生き生きと過ごし始めました。 
 先日の授業参観と懇談会には，各クラスとも多数ご出席いただきましてありがとうござい
ました。その後に選出されました「学級委員」様を架け橋にして，保護者の皆様のご理解と
ご協力を得ながら本校教育を進めてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

５月は憲法月間 連休を安全に過ごすため

 

 

 

1 年生の保護者と転入生の保護者を対象に，

５月１５日（木）に『給食試食会』を行いま

す。 

食の大切さについての話を聞いたあと，児

童と同じ献立の給食を試食してもらいます。 

人数に制限があります（４０人）。希望さ

れる方は，現金（２２３円）を添えて，早い

めにお申し込みください。 

 

 

 

５月２７日（火）は，自由参観日です。保

護者や地域の方に日頃の子どもたちの学校

生活の様子を見ていただきます。 

９時から給食後まで，都合の良い時刻にご

来校ください。そして，教室の中に入って，

学習しているところを見てください。 

なお，同日の１０時３０分から体育館で

「ＰＴＡ総会」がひらかれます。こちらへも，

ご参加下さい。 

 

 

 

 学校諸費の銀行自動振替にご協力をいた

だきましてありがとうございます。 

 さて，４・５月分の学校諸費の銀行振替日

は，連休明けの５月７日（水）です。 

今回は，２ヶ月分引き落とさせていただき

ます。高額になり申し訳ありませんが，この

日までに，ご入金いただきますようよろしく

お願いいたします。 

 なお，土日祝日に入金されますと手数料が

かかりますので，ご了承ください。 

 

 

 

 

 

学力の向上を目指して，本校では，以下の

ような取り組みをしています。 

１．８時４０分から１５分間を担任の指導

の下に活用します。 

月 漢字/計算 

火 読書 

水 作文/読解 

木 計算 

金 読解/音読 

２．補充学習や発展学習の場として「ふれ

あいタイム」を活用します。 

月の６校時・・・高学年（クラブと併用） 

火の６校時・・・低学年 

金の６校時・・・全学年 

３．国語の時間は，読解力の向上を目指し

た授業に取り組みます。 

・目的意識を持った読み 

・書くことにつながる授業 

・読書活動につながる授業 

・主体的な読みの学習 

 

 

 

 長期の宿泊体験活動を通して，子どもたち

に，感動する心，自然や生命を尊重する精神，

環境を大切にする態度，仲間意識や責任感，

他人に共感する心，規範意識など，豊かな人

間性や社会性を育むことを目的に，平成 21

年度から，5年生を対象に，「花背山の家」を

利用して，4泊5日の「長期宿泊・自然体験

活動」を実施します。 

そのために，現在の4年生は，今年の8月

4日（月）から6日（水）まで「奥志摩みさ

きの家」へ出かけます。 

  

 

給食試食会があります 学力の向上をめざして 

自由参観日があります 

学校諸費の徴収について 長期宿泊・自然体験活動について



 

平成20年度　　５月行事予定    　　　　　　　　　京都市立桂徳小学校
　日  曜 行　　　　　　事  　保健行事  　その他

1  木 社会見学（１・２年，育）

2  金

3  土 憲法記念日

4  日 みどりの日

5  月 こどもの日

6  火 振替休日

7  水
銀行振替日
P.本部会９時３０分

8  木 検尿(全)蟯虫(1･2･3年）

9  金
内科(5・6年)1時30分
検尿(全)蟯虫(1･2･3年）

10  土

11  日

12  月 委員会⑥

13  火
朝のあいさつ，学校安全日・安全点検日
校区内パトロール
社会見学（１・２，育）予備日

耳鼻科(3･5･6年)１時３０分

14  水 Ｐ．運営会議１０時

15  木 修学旅行１，給食試食会

16  金 修学旅行２

17  土

18  日

19  月 人権の日，クラブ（決定）

20  火 育成交流会（桂川小） 内科(2・4年)１時３０分

21  水 避難訓練（火災）②

22  木 心電図（１年）１０時４０分

23  金 部活動保護者説明会４時
再検尿
耳鼻科(1･2･4年，育)１時３０分

24  土

25  日

26  月  クラブ（最初）

27  火 自由参観日，体育服販売12時30分～13時30分 眼科（全）１時３０分 Ｐ．総会１０時３０分

28  水 歯科(4･5･6年,育)９時

29  木 ゴミ０の日

30  金 社会見学（４年） 内科(1・3年，育)１時３０分

31  土

 

 

 ４月１６日（水）の３校時に，体育館で，西京

警察署の署員の方から指導していただくととも

に，地域やＰＴＡ役員の方にも手伝っていただ

きしました。 

 曲がり角での曲がり方や，道を横断する場合

の歩き方をていねいに教えていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４月２３日（水）の３校時に，体育館で，２年生

から６年生が，1 年生に「プレゼント」を渡したり，

一緒に「クイズ」や「じゃいけんゲーム」をしたり

「歌」を歌ったりして，温かく迎えました。 

 1 年生は，この日ですっかり打ち解けたようで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全教室（1年生） 1年生を迎える会 

 

 

 

 

 

 


